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参照条文
民法６０１条（賃貸借）

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこ

れに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

民法６０６条（賃貸物の修繕等）

１項　賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。


